
平成 30年度 

武蔵野市では、高齢者がいつまでも健康で過ごせるように、65歳以上の市民の方が行

う社会参加・社会貢献活動に対して、活動ごとにポイントを付与し、年度ごとの獲得ポ

イント数に応じてギフト券等に還元する制度を平成 28年 10月より開始しました。対象

となる活動は市と協定を結んだ高齢者福祉施設等での活動となります。 

この制度へ参加するには、説明会・研修会へ参加し、登録することが必要となります。 

以下の日程で開催しますので、多くの方々の 

ご参加をお待ちしております。 

※同じ内容を実施しますので、いずれか１回にご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

■日程 

日  時 会  場 定  員 

３月２３日(金) 10：00～12：00 
武蔵野市役所 111会議室 

（緑町 2－2－28） 各回 30名 

先着順 

３月２９日(木) 14：00～16：00 
武蔵野プレイス 4階フォーラム 

（境南町 2－3－18） 

＊登録後には 4月 1日より活動が可能となります。 

 

■対象者：平成 30年度中に 65歳以上に到達する市民の方    

（生年月日が昭和 29年 3月 31日以前の方） 

■申込み：電話・メール・FAXにて 

ボランティアセンター武蔵野（VCM）まで 

 

 

  

 

制度の概要・高齢者への接し方・活動マナーの講義 

車いす介助の実技、制度登録（登録申請書の提出） 

武蔵野市役所 

111会議室 

武蔵野プレイス 

4階フォーラム 

資料７ 



 

      シニア支え合いポイント制度は、65歳以上のみなさまの介護予防や健康寿命の延伸、社会参

加・社会貢献活動への参加を促進することを目的に、一定要件を満たした活動への参加に対し

てポイントを付与し、貯まったポイントをギフト券や武蔵野市民社会福祉協議会（市民社協）

への寄付やギフト券等の形で還元する制度です。 

 

平成 30年度中に 65歳以上に到達する市民の方    

（生年月日が昭和 29年 3月 31日以前の方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度開始に先駆けて、説明会兼研修会を平成 28年 9月から 12月にかけて計 8回実施致し、161名の方々

にご参加いただきました。この説明会に参加することで、〝シニア支え合いサポーター〟としての活動が可能と

なります。161名の参加者のうち、139名がサポーターとして登録されました。 

 

 

 

 

 

 

シニア支え合いサポーター 
協力施設・団体 市民社協 ①説明会兼研修会へ

の参加・登録申請 

②ポイント手帳交付 ③活動の申込み 

④活動実施 

⑤手帳へスタンプ押印 ⑦ポイント還元 

⑥還元申請 

シニア支え合いポイント制度の流れ 

目 的 

対象者 

武蔵野市シニア支え合いポイント制度は、武蔵野市民社会福祉協議会が

武蔵野市から委託を受けて行っております 

ああああ 

長年、高齢者施設でボランティア活動に携わって

きました。今回、シニア支え合いサポーターとし

て登録しました。 

ああああ 

シニア支え合いポイント制度をきっかけに 

以前から興味のあったボランティア活動を 

始めることができました。 


